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令和６年２月市議会 教育厚生委員会資料 
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１ 条例改正の概要 

   

（１）改正する条例  

   長崎市立老人福祉施設条例（以下「条例」という。） 

 

（２）改正の理由 

指定管理者の選定方法について、長崎市公の施設の指定管理者制度に関する指針では、原則公募としている。 

香焼ひまわりにおいては、長崎市社会福祉協議会が１階でデイサービス事業を実施していたことから、２階の老人憩の家の指定管

理者の選定にあたっては、公募によらず特定の団体を指定することができる場合の「施設の構造上分割して管理することが非効率と

なる場合」に該当するため、これまで非公募として同協議会を選定していた。 

しかし、利用者数減を理由として、令和５年１２月末までにデイサービス事業を終了し施設から退去したことから、令和６年１月

から１階で老人憩の家のみの運営を行っている。そのため、非公募とする理由がなくなることから、公募による選定方法に改めるも

の。 

 

 

２ 条例改正の内容 

条例第３条第２項における指定管理者の指定を非公募とする施設から香焼ひまわりを削除 

 

 

３ 施行期日 

令和７年４月１日（指定管理者の指定に関する準備行為については、公布の日） 
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４ 新旧対照表  

 

新 旧   

○長崎市立老人福祉施設条例 

昭和44年４月19日 

条例第18号 

第１条～第２条 ［略］ 

（指定管理者による管理） 

第３条 ［略］ 

２ 市長は、老人福祉施設（長崎市立あじさい荘、長崎市立舞の浜荘及び

長崎市立式見荘（以下「あじさい荘等」という。）を除く。次項及び第

４項において同じ。）の管理に係る前項の指定に当たつては、公募の方

法により、これを行うものとする。 

３～５ ［略］ 

第４条～第12条 ［略］ 

 ○長崎市立老人福祉施設条例 

昭和44年４月19日 

条例第18号 

第１条～第２条 ［略］ 

（指定管理者による管理） 

第３条 ［略］ 

２ 市長は、老人福祉施設（長崎市立あじさい荘、長崎市立舞の浜荘、長

崎市立式見荘及び長崎市立香焼ひまわり（以下「あじさい荘等」とい

う。）を除く。次項及び第４項において同じ。）の管理に係る前項の指

定に当たつては、公募の方法により、これを行うものとする。 

３～５ ［略］ 

第４条～第12条 ［略］   
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５ 施設概要 

 

（１）老人憩の家等の概要 

   高齢者の健康の増進、教養の向上、レクリエーションのための施設として、市内 14か所（老人憩の家 10か所、老人福祉センター

４か所）に老人憩の家等を設置している。市内にお住まいの 60歳以上の方であれば、趣味、教養講座への参加や入浴などが無料で

利用できる。平成 18年度から指定管理者制度により管理運営を行っている。 

 

 

 

【開館日等】 

開  館  日：祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

月曜日から土曜日まで 

利 用 時 間：１０：００～１６：３０ 

浴室利用時間：１１：００～１５：００（火・木・土曜のみ） 

利 用 資 格：市内に居住する 60歳以上の方 

利  用  料：無料 
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（２）香焼ひまわりの概要 

                                                  （R6.1.4 現在） 

名称 長崎市立香焼ひまわり 

所在地 長崎市香焼町 1070 番地４ 

構造 鉄筋コンクリート造２階建（塔屋及び別棟あり） 

敷地面積 2,408.07㎡ 

延床面積 1,973.69㎡（うち、老人憩の家部分は 1階の 908.51㎡及び別棟の 52.89㎡） 

設置年月 平成９年４月 

管理運営 

指定管理 

指 定 管 理 者：社会福祉法人 長崎市社会福祉協議会 

指定管理委託料：10,909千円（令和４年度） 

       （修繕に係る委託料 770千円を含む） 

指定管理期間：令和２年４月１日～令和７年３月 31日 

諸室 浴室、大広間、研修室ほか 

利用状況 
年間利用者 11,397人（令和４年度実績） 

１日平均利用人数 39人 ＜風呂無日 5人＞ 
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（３）香焼ひまわりの平面図 

   

＜１階＞ 
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（４）香焼ひまわりの現況写真 

   

  

 

建物外観 浴 室 

研修室 大広間 


